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清掃業務委託にかかる総合評価一般競争入札実施要領 

 

１．発注者 

  地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 理事長 桐野 髙明 

 

２．業務名 

  佐賀県医療センター好生館清掃業務委託 

 

３．業務の履行場所 

  佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原４００番地 

  地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 

 

４．委託契約期間 

  令和４年２月１日から令和７年１月３１日までの３ヶ年 

 

５．業務の目的 

  地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館における清掃業務は、単に施設の美観保

持だけではなく、県民医療を確保していくために衛生管理及び院内感染防止を支援す

ることを目的とする。 

 

６．委託候補者の資格要件 

（１）佐賀県が定める「庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名

競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程」（平成２年佐賀県告示第４４

４号）第１条第１項に規定する入札参加資格のうち、令和３年度～令和５年度の

入札参加資格を有する者であること。 

（２）医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９条の１５で定める基準に適

合する者であること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号。以下

「法」という。）第１２条の２第１項第１号に基づく建築物清掃業者もしくは同項

第８号に基づく建築物環境衛生総合管理業者の登録を受けている者であること。 

（４）病院清掃業務に従事する常用の従業員を３０名以上有し、当該業務に作業員を 

２７名（うち少なくとも１４名は２年以上の経験を有する者）以上配置しうる者

であること。 

（５）法第７条第１項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を当該業務

に専任で配置しうる者であること。 

（６）主たる清掃機器（床みがき機、真空掃除機、自動洗浄機、じゅうたん自動洗浄機
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及びタッカー）を保有し、当該業務に配置しうる者であること。 

（７）地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則第２条第５項に該

当しない者であること。 

（８）自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者及び次に掲げる者が、その

経営に実質的に関与している者でないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者。 

エ 自己、自社もしくは第３者の不正な利益を図る目的又は第３者に損害を与え

る目的をもって暴力団または暴力団員を利用している者。 

オ 暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、

直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者。 

カ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

キ 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者。 

 

７．手続等に関する事項 

 （１）業務説明会 

    実施しない。 

 

 （２）参加表明書等の受付期間、受付場所及び提出方法 

    ①受付期間 

令和３年１０月２２日（金曜日）から令和３年１１月１９日（金曜日）の間（土

日、祝日を除く。）の午前９時から午後４時まで 

    ②受付場所 

     〒８４０－８５７１ 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原４００番地 

     地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 財務課 契約係 

     電話 ０９５２－２８－１１５３ FAX ０９５２－２８－１２５３ 

    ③提出方法 

     １）提出書類 

       ①入札参加資格確認のため 

ア）参加表明書 

       イ）法第１２条の２第１項第１号もしくは第８号に基づく登録証明書の写

し。 

ウ）配置予定者名簿 
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エ）専任で配置する者にかかる法第７条第１項に規定する建築物環境衛生

管理技術者免状の写し。 

オ）配置する清掃器械器具、使用薬剤等が確認できる書類（名称および数

量） 

カ）医療法施行法規則第９条の１５に規定する標準作業書（任意様式） 

キ）提案書【様式１】 

２）提出方法 

  持参又は郵送すること。（郵送の場合は書留とし、受付期間内に必着のこと） 

３）その他 

  用紙は全て A４縦・左綴じとする。ただし、添付書類については A４縦でな

くても差し支えない。 

 

 （３）質問の受付及び回答 

    ①受付期間 

     令和３年１０月２２日（金曜日）から令和３年１１月５日（金曜日）の間（土

日、祝日を除く。）の午前９時から午後４時まで 

    ②受付場所 

     地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 財務課 契約係 

    ③提出方法 

     質問書を文書にて提出すること。なお、電話での質問には応じない。 

    ④回答方法 

     令和３年１１月１２日（金曜日）を目処に各応募者に回答する。 

  

（４）提案書【様式２】、委託に係る入札書の受付期限、受付場所及び提出方法 

    ①受付期間 

     令和３年１０月２２日（金曜日）から令和３年１２月１日（水曜日）の間の午

前９時から午後４時まで 

    ②受付場所 

     〒８４０－８５７１ 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原４００番地 

     地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 財務課 契約係 

    ③提出方法 

     ア）提出書類 

       提案書【様式２】   

入札書 

     イ）提出部数 

       各１０部ずつ 
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     ウ）提出方法 

       持参又は郵送に限る。（郵送の場合は書留とし、受付期間内に必着のこと） 

     エ）その他 

       用紙は全て A４縦・左綴じとする。 

８．業務委託候補者の選定に関する事項 

 （１）選定体制 

    別途設置する「清掃業務委託候補者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）

が選定する。 

 （２）選定方法 

    ①参加表明者から提出された提案書、入札書およびプレゼンテーション、清掃実

技により、応募者の適正、能力、経済性等について総合的に審査し、契約の交

渉順位を付する。 

    ②審査項目等は別紙のとおりとする。 

    ③予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、書面審

査によって得られた得点が高い者から５者を一次審査通過とする。なお、一次

審査の結果は、令和３年１２月６日（月曜日）を目処に好生館ホームページに

掲載する。 

④一次審査通過者について、プレゼンテーション審査および清清掃実技審査によ

り適正・能力等について審査をおこなう。 

プレゼンテーション審査を次のとおり実施する。 

     ア）日時    令和３年１２月８日（水曜日） 

             ※詳細な時間帯は別途通知します。 

     イ）注意事項  ・プレゼンテーションを行う者は３名以内とする。 

             ・プレゼンテーションに係る時間は、説明時間１０分、     

質疑１０分の計２０分とする。 

             ・プレゼンテーションは、参加表明書の受付順に行う。 

             ・プレゼンテーションに係る資料は１０部用意すること。 

清掃実技審査を次のとおり実施する。 

     ア）日時    令和３年１２月６日（月曜日）を目処に通知します。 

     イ) 注意事項 ・清掃実技審査を行う者は２名とする。なお、実技審査に参加

する者は教育担当者１名および配置予定者の中から当館が

選択した者１名とする。 

                 ・清掃実技審査に係る時間は、１名２０分までとし、時間まで

に終了しなかったときは、その時点をもって終了とする。 

             ・清掃実技審査を場合により中止することもある。この場合に 

は事前に連絡する。 
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 （３）選定結果の通知 

   佐賀県医療センター好生館ホームページ（http://www.koseikan.jp）において掲載

します。 

（４）異議等への対応 

結果に対する疑義、異議および不服の申立て等には応じません。 

 

９．参加資格喪失に関する事項 

  次のいずれかに該当したときは、業務委託候補者選定手続への参加資格を失うことが 

ある。 

 （１）上記６のいずれかに該当しない者となったとき。 

 （２）参加表明書等又は提案書等の受付期間、受付場所、提出方法等が本要領に適合し

なかったとき。 

 （３）参加表明書等又は提案書等の記載上の留意事項（各様式に記載）に適合しなかっ

たとき。 

 （４）参加表明書等又は提案書等に記載すべき事項の、全部又は一部が記載されていな

かったとき。 

 （５）参加表明書等又は提案書等に記載すべき事項以外の事項が記載されていたとき。 

 （６）参加表明書等又は提案書等に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

 

10．その他 

 （１）提出された参加表明書等、質問書及び提案書等は返却しない。 

 （２）入札に係る書類の作成及び提出に係る費用、並びにプレゼンテーションの参加費

用は、全て参加者の負担とする。 

 （３）提出された参加表明書等、質問書及び提案書等は、本業務の委託候補者の選定以

外の目的に使用しない。 

 （４）提出された参加表明書等、質問書及び提案書等は本業務の委託候補者選定に必要

な範囲内で複製を作成することがある。 

 （５）参加表明書等、質問書及び提案書等の作成のために発注者から受領した資料は、

発注者の了承なく目的外に使用し、又は公開してはならない。 

 （６）参加表明書等を提出した者が、入札への参加を辞退する場合は、速やかに文書で

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館理事長あてに届け出ること。 

  

 

http://www.koseikan.jp/

